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平成３１年 第１回栗原市農業委員会総会議事録 

 

 平成３１年 １月２９日午後１時３０分、下記の件の議定のため、平成３１年 第１回

栗原市農業委員会総会を、栗原市役所金成庁舎に招集した。 

 

日程第 １ 議事録署名委員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第  ３  事務報告 

日程第 ４ 報告第 １号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程第 ５ 報告第 ２号  使用貸借権の解約通知について 

日程第 ６ 議案第 １号  農地法第３条の規定による許可取消願について 

日程第 ７ 議案第 ２号  農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第 ８ 議案第 ３号  農地法第５条の規定による許可申請について 

日程第 ９ 議案第 ４号  農地転用事業計画変更承認申請について 

日程第１０ 議案第 ５号  農用地利用集積計画について 

日程第１１ 議案第 ６号  農用地利用配分計画について 

日程第１２ 議案第 ７号  非農地証明願について 

 

 

 

１ 出席委員 （２３名） 

１番 三 浦  正 勝 委員、      ２番 大 黒  昭 夫 委員、  

３番 阿 部  一 信 委員、      ４番 吉 田  優 俊 委員、 

５番 岩 淵  敬 一 委員、      ６番 佐 竹  きみ子 委員、 

７番 狩 野  善 典 委員、      ８番 大 場  裕 之 委員、 

９番 曽 根  金 雄 委員、      

  １１番 鈴 木  春 江 委員、     １２番 尾 形  陽一郎 委員、 

  １３番 及 川  正 一 委員、     １４番 多 田  仁 一 委員、 

  １５番 佐々木  吉 司 委員、     １６番 菅 原  英 俊 委員、 

１７番 岩 渕    弘 委員、     １８番 佐々木    弘 委員、 

１９番 佐 藤    勝 委員、     ２０番 狩 野  和 義 委員、 

２１番 秋 山  憲 義 委員、     ２２番 米 山  嘉 彦 委員 

２３番 黒 澤  光 啓 会長職務代理者、２４番 鈴 木  康 則 会長 

 

 

２ 欠席委員 （１名） 

１０番 千 葉  優 子 委員 
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３ 議事に参与した者 

事務局長      小野寺  昭 仁 

事務局長補佐    阿 部  泰 憲 

主幹兼農地農政係長 小野寺    崇 

農地農政係 主査  千 葉  美 香 

 

 

 

    （ 午後１時３０分 開会） 

 

 

 

議長（会長） 

ご起立願います。「ご苦労様です。」ご着席願います。 

只今から、平成３１年 第１回 栗原市農業委員会総会を開会いたします。 

 

 

議長（会長） 

ただいまの出席委員は、２３名であります。 

定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 

欠席の通告があります。 

 議席番号１０番 千葉 優子 委員から、所要のため欠席する旨の通告があります。 

 

議長（会長） 

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

なお、議案説明等のため、事務局長ほか、関係職員を出席させております。 

 

 

 

議長（会長） 

日程第１、議事録署名委員の指名を行います。 

 議事録署名委員は、議席番号 １８番 佐々木 弘 委員、 

議席番号 ２０番 狩野 和義 委員の両名を指名いたします。 
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議長（会長） 

日程第２、会期の決定を議題とします。 

お諮りいたします。 

本総会の会期は、本日１日間にしたいと思いますが、これに、ご異議ございませんか。 

 

―［異議なし］の声― 

 

議長（会長） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本総会の会期は、本日１日間と決定しました。 

 

 

 

議長（会長） 

日程第３、事務報告を行います。 

事務局長から報告いたします。 

 

事務局長 

平成３１年１月４日から１月２９日までの事務・事業の結果並びに２月１日から２月

２６日までの事務・事業の予定について、報告。 

 

議長（会長） 

これで、日程第３、事務報告を終わります。 

 

 

 

議長（会長） 

日程第４、報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、を報告しま

す。 

第１区の番号１番から７番までの７案件、 

第２区の番号８番から１２番までの５案件、 

第３区の番号１３番から１７番までの５案件、 

併せて、１７案件について、事務局から報告いたします。 

 

事務局 

第１区の番号１番及び２番は関連で、築館地区の田３筆 １０，２２８㎡、基盤法の農

地利用集積計画で第３者に賃貸借権設定を行うためによる、農地利用集積円滑化事業の賃
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貸借権設定解約の２案件、 

番号３番及び４番も関連で、築館地区の田１筆 ８，９５６㎡、畑１筆 ２１９㎡、合

計 ９，１７５㎡、後日、売買を行うためによる、農地利用集積円滑化事業の賃貸借権設

定解約の２案件 

番号５番は、築館地区の田６筆 １０，５７６㎡、後日、売買を行うためによる、農地

法第３条の賃貸借権設定解約の１案件、 

番号６番は、瀬峰地区の田１４筆 １２，９５４㎡、基盤法の農地利用集積計画で第３

者に賃貸借権設定を行うためによる、基盤法の賃貸借権設定解約の 1案件、 

番号７番は、瀬峰地区の田４筆 １３，６１３㎡、農地法３条許可で子に所有権移転贈

与を行うためによる、基盤法の賃貸借権設定解約の１案件、 

第２区の番号８番は、若柳地区の田６筆 ３，８１１㎡、借受人の事情で自作を行うた

めによる、農地法第３条の賃貸借権設定解約の１案件、 

番号９番は、若柳地区の田１筆 １，０２９㎡、 

番号１０番は、若柳地区の田７筆 ５，２９２㎡、 

番号１１番は、若柳地区の田２０筆 １６，１８９㎡、 

番号１２番は、若柳地区の田４筆 ３，５６９㎡、いずれも、基盤法の農地利用集積計

画で第３者に賃貸借権設定を行うためによる、基盤法の賃貸借権設定解約の４案件、 

第３区の番号１３番は、栗駒地区の田１１筆 １７，５２８㎡、 

番号１４番は、栗駒地区の田３筆 ２，３７４㎡、いずれも、借受人の事情で自作を行

うためによる、農地法第３条の賃貸借権設定解約の２案件、 

番号１５番は、栗駒・鶯沢地区の田３筆 ３，８８４㎡、後日、売買を行うためによる

基盤法の賃貸借権設定解約の１案件 

番号１６番は、栗駒地区の田２筆 １２，６９９㎡、後日、第３者に賃貸借権設定を行

うためによる、基盤法の賃貸借権設定解約の１案件 

番号１７番は、鶯沢地区の田５筆 ９，１５８㎡、基盤法の農地利用集積計画で所有権

移転売買を行うためによる、基盤法の賃貸借権設定解約の１案件 

以上、１７案件を説明報告。 

 

議長（会長） 

これで、日程第４、報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、報

告を終わります。 

 

 

 

議長（会長） 

日程第５、報告第２号 使用貸借権の解約通知について、を報告いたします。 

第２区の番号１番及び２番の２案件について、事務局から報告いたします。 
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事務局 

第２区の番号１番は、若柳地区の田２６筆 ２４，８４０㎡、基盤法の農地利用集積計

画で第３者に賃貸借権設定を行うためによる、親子間の農地法第３条使用貸借権設定解約

の１案件 

番号２番は、金成地区の田３筆 ２３，１７０㎡、基盤法の農地利用集積計画で第３者

に賃貸借権設定を行うためによる、親子間の農地法第３条使用貸借権設定解約の１案件、 

以上、２案件を説明報告。  

 

議長（会長） 

これで、日程第５、報告第２号 使用貸借権の解約通知について、報告を終わります。 

 

 

 

議長（会長） 

日程第６、議案第１号 農地法第３条の規定による許可取消願について、を議題といた

します。 

 第１区の番号１番の１案件を審議します。 

 それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

 第１区の番号１番は、一迫地区の田４筆 ６，３３３㎡、平成３０年１１月２８日付け

で、老齢のため親子間で子への経営継承による所有権移転贈与の許可がなされたが、譲渡

人が平成３０年１１月２５日に死亡したことから相続に変更するため、許可の取消しを求

める１案件を説明。 

 

議長（会長） 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

それでは、議案第１号 農地法第３条の規定による許可取消願についての、番号１番の

１案件は、原案のとおり取り消すことに、ご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声― 
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議長（会長） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第６、議案第１号 農地法第３条の規定による許可取消願についての、番

号１番の１案件は、原案のとおり、取り消すことに決しました。 

 

 

 

議長（会長） 

日程第７、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について、を議題といたし

ます。 

初めに、第１区の番号１番から７番までの７案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、築館地区の畑３筆 ５，８７３㎡、農業後継者へ部門別（野菜

等）で経営継承するためによる、親子間の所有権移転贈与の１案件、 

番号２番は、高清水地区の田１０筆 １７，２７９㎡、畑４筆 ２，９９９㎡、合計 

２０，２７８㎡、老齢により農業後継者へ経営継承するためによる、親子間の所有権移転

贈与の１案件、 

番号３番は、一迫地区の田１筆 ２４４㎡、耕作不便のためによる、相手方の要望の

所有権移転売買の１案件 

番号４番は、一迫地区の田８筆 ３１，９４８㎡、畑４筆 ５，２５３㎡、合計 ３

７，２０１㎡、老齢により農業後継者へ経営継承するためによる、親子間の所有権移転贈

与の１案件、 

番号５番は、一迫地区の田１筆 ４１０㎡、耕作不便のためによる、耕作利便者への

所有権移転贈与の１案件、 

番号６番は、瀬峰地区の田４筆 ３，７９９㎡、畑４筆 １２，２８４㎡、合計 １

６，０８３㎡、 

番号７番は、瀬峰地区の田９４筆 ６９，２９０㎡、畑７筆 ８，９０６㎡、合計 ７

８，１９６㎡、いずれも、老齢等により農業後継者へ経営継承するためによる、親子間の

所有権移転贈与の２案件、 

以上、７案件が許可要件を満たしているころを説明。 

 

議長（会長） 

次に、去る１月２４日、議席番号２番 大黒 昭夫 委員、農地利用最適化推進委員

の 佐々木 耕太郎 委員及び 大澤 洋介 委員が現地確認調査を行っておりますの

で、その結果の報告をお願いたします。 
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それでは、佐々木 耕太郎 推進委員から報告願います。 

 

佐々木 耕太郎 委員 

議案第２号 農地法第３条許可申請について、築館総合支所で机上調査を行ってまいり

ましたので、報告いたします。 

番号１番、番号２番、番号４番、番号６番及び番号７番は、親子間による所有権移転

贈与、番号３番は、相手方からの要望による所有権移転売買、番号５番は、双方合意に

よる所有権移転贈与となっており、許可にあたっては、特に問題ないものと判断いたし

ました。ご審議の程、よろしくお願いいたします。  

 

議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。  

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

次に、第２区の番号８番から１２番までの５案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第２区の番号８番は、若柳地区の田１筆 １，００９㎡、労力不足のためによる、相手

方の要望の所有権移転売買の１案件、 

番号９番は、若柳地区の田７筆 ６，１６７㎡、 

番号１０番は、若柳地区の田２筆 ２，０４４㎡、いずれも、労力不足のためによる、

相手方の要望の賃貸借権設定の２案件、 

番号１１番は、金成地区の田１１筆 ８，９７６㎡、 

番号１２番は、金成地区の田１１筆 ５，４０９㎡、いずれも、労力不足のためによる、

相手方の要望の賃貸借権設定の２案件、 

以上、５案件が許可要件を満たしているころを説明。 

 

議長（会長） 

次に、去る１月２５日、議席番号１８番 佐々木 弘 委員、農地利用最適化推進委委

員の 熊谷 ゆり 委員及び 佐々木 進 委員が現地確認調査を行っておりますので、

その結果の報告をお願いたします。 
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それでは、議席番号１８番 佐々木 弘 委員から報告願います。 

 

１８番 佐々木 弘 委員 

議案第２号 農地法第３条の許可の２区分について、書類審査を行ってまいりました。 

２区分の５案件については、１案件が所有権移転売買、４案件が賃貸借権設定の案件であ

りますが、いずれも労力不足によるものなので、特に支障はないものと判断しました。 

ご審議の程、よろしくお願いいたします。   

 

議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。  

質疑ございませんか。 

   

―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

次に、第３区の番号１３番から１５番までの３案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第３区の番号１３番は、栗駒地区の田１筆 ２９７㎡、経営規模拡大のためによる、相

手方の要望の所有権移転売買の１案件、 

番号１４番は、栗駒地区の田６筆 １０，７５９㎡、労力不足のためによる、経営規模

拡大の賃貸借権設定の１案件、 

番号１５番は、栗駒地区の田１筆 １，０７８㎡、経営規模拡大のためによる、相手方

の要望の使用貸借権設定の１案件、 

以上、３案件が許可要件を満たしていることを説明。 

 

議長（会長） 

次に、去る１月２５日、議席番号１７番 岩渕 弘 委員、農地利用最適化推進委員の 

伊藤 重行 委員 及び 佐藤 みき 委員が現地確認調査を行っておりますので、その

結果の報告をお願いたします。 

それでは、佐藤 みき 推進委員から報告願います。 

 

佐藤 みき 推進委員 

議案第２号 ３区分の農地法第３条許可申請について、現地調査を行ってまいりまし
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たので、報告いたします。 

詳細については、事務局から説明があったとおりであり、労力不足や相手方の要望に

よる経営規模拡大ということで、特に問題はないものと判断しました。 

ご審議の程、よろしくお願いいたします。  

 

議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行

います。  

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

質疑なしと認めます。 

それでは、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請についての、番号１番から

１５番までの１５案件は、原案のとおり、許可することにご異議ございませんか。  

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長（会長） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第７、議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請についての、番号

１番から１５番までの１５案件は、原案のとおり、許可することに決定いたしました。  

 

 

 

議長（会長） 

日程第８、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について、を議題といた

します。 

初めに、第１区の番号１番及び２番の２案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、築館地区の田３筆 ３３３．８２㎡を賃貸借権設定により借り受

け、業務用地として一時転用し、市発注の配水管布設替工事に伴う仮説事務所及び資機材

置場として使用するものでありますが、もう既に使用していたことから、貸出人及び借受

人から始末書の提出をいただいた案件となっております。農地区分は、第１種農地に該当
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するが、一時転用であることから不許可の例外規定で取り扱う旨の１案件、 

番号２番は、一迫地区の畑１筆 ４，３２５㎡の内１，０００㎡を所有権移転売買によ

り譲り受け、業務用用地として転用し、太陽光発電施設を設置し売電収入を得るものであ

り、農地区分は、山林等に囲まれた１０ｈａ以下の小集団の生産性の低い第２種農地であ

る旨の１案件、 

以上、２案件が許可要件を満たしているころを説明。 

 

議長（会長） 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いたします。 

それでは、大澤 洋介 推進委員から報告願います。 

 

大澤 洋介 推進委員 

１月２４日に書類審査及び現地確認調査を行ってきましたので、報告いたします。 

番号１番の案件は、事前着工となっており、両者から始末書の提出をいただいている案

件となっており、現地を見ますと、市発注工事の仮説事務所及び資機材置場として既に使

用されておりました。申請地は、農地の広がりがある第１種農地に該当しますが、一時転

用での業務用地であることから特に問題は無いものと、 

番号２番の案件は、太陽光発電設備の業務用地として使用するものであり、既に測量も

完了しておりました。農地区分は、山林に囲まれた第２種農地ということで、他の農地に

与える影響はないものと確認してまいりました。 

以上２案件、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 

 

議長（会長） 

 はい、７番。 

 

７番 狩野 善典 委員 

 番号１番の案件について、先月の総会で審議した農業振興地域整備計画の変更について

の番号１番（築館字成田）と同じ場所なのか、確認いたします。 

 

議長（会長） 

 はい、事務局説明。 
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事務局 

 申請地については、先月、農業振興地域整備計画の変更で審議した場所の南側の隣接地

となっており、同じ場所ではありません。以上であります。 

 

議長（会長） 

 よろしいですか。他にありませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

次に、第２区の番号３番の１案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第２区の番号３番は、金成地区の畑１筆 ３６６㎡を所有権移転売買により譲り受け、

住宅用地（一般個人住宅）として転用し、住宅及び駐車場を造成するものであり、農地区

分は、第１種農地に該当するが、集落に接続して設置されることから、不許可の例外規定

で取り扱う旨の１案件が、許可要件を満たしているころを説明。 

 

議長（会長） 

 次に現地確認調査の結果報告をお願いたします。 

それでは、熊谷 ゆり 推進委員から報告願います。 

 

熊谷 ゆり 推進委員 

１月２５日に現地確認調査を行ってきましたので、報告いたします。 

公図等でも分かるように、廻りは住宅が多く建っている地域であり、隣接地も昨年、転

用の許可を受け、現在は住宅が建っている状況でありました。また、現地は、牧草の転作

田となっており、農地区分についても第 1種農地に該当しますが、集落に接続して設置さ

れるものでありますので、許可にあたっては、不許可の例外規定により特に問題はないも

のと判断してまいりました。 

ご審議の程、よろしくお願いします。 

 

議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。  

質疑ございませんか。 
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―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

それでは、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請についての、番号１番から

３番までの３案件は、原案を可とすることにご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声― 

  

議長（会長） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第８、議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請についての、番号

１番から３番までの３案件は、原案を可とすることに決しました。 

なお、その旨、意見を附して宮城県知事に送付いたします。 

 

 

 

議長（会長） 

日程第９、議案第４号 農地転用事業計画変更承認申請について、を議題といたしま

す。 

初めに、第２区の番号１番から５番までの５案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第２区の番号１番は、若柳・志波姫地区の田３筆 ２，９３８㎡の内９５２．７０㎡、 

番号２番は、志波姫地区の田２筆 ６４４㎡の内４４９．４０㎡、 

番号３番は、志波姫地区の田１筆 ４，５０５㎡の内５１６．４０㎡、 

番号４番は、志波姫地区の田１筆 ９９㎡、 

番号５番は、志波姫地区の田１筆 １，５３３㎡の内３４９．９０㎡、 

いずれも同一案件で、県工事である迫川河川掘削工事における仮設道路として、一時転

用許可を受けていたが、工期の終期が平成３１年２月２８日から平成３１年３月２９日ま

でに延長されたことから、一時転用の終期を平成３１年３月２９日に変更するものであり

土地造成等の変更は一切無い旨の５案件を説明。 

 

 

議長（会長） 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いたします。 
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それでは、佐々木 進 推進委員から報告願います。 

 

佐々木 進 推進委員 

１月２５日に書類審査を行ってきましたので、報告いたします。 

今回に案件は、宮城県発注工事の工期終期延長に伴うものであり、特に問題はないもの

と判断しました。 

ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

次に、第３区の番号６番から８番までの３案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第３区の番号６番は、栗駒地区の田２筆 ４８８㎡の内３６４㎡、 

番号７番は、栗駒地区の田２筆 ２，１０３㎡の内７７３㎡、 

番号８番は、栗駒地区の田２筆 ３８７㎡、 

いずれも同一案件で、県工事である二迫川築堤盛土工の盛土材の運搬道路として、一時

転用許可を受けていたが、工期の終期が平成３１年２月２８日から平成３１年３月２９日

までに延長になったことから、一時転用の終期を平成３１年３月２９日に変更するもので

あり、土地造成等の変更は一切無い旨の３案件を説明。 

 

議長（会長） 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いたします。 

それでは、伊藤 重行 推進委員から報告願います。 

 

伊藤 重行 推進委員 

１月２５日、書類審査を行ってまいりましたので、報告いたします。 

この３案件は、立地状況、造成等の変更を行うものではなく、工事期間の延長に伴う一

時転用期間の変更であり、特に問題はないものと判断してきました。 
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ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

それでは、議案第４号 農地転用事業計画変更承認申請についての、番号１番から８番

までの８案件は、原案を可とすることに、ご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声― 

  

議長（会長） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第９、議案第４号 農地転用事業計画変更承認申請についての、番号１番

から８番までの８案件は、原案を可とすることに決しました。 

なお、その旨、意見を附して宮城県知事に送付いたします。 

 

 

 

議長（会長） 

 日程第１０、議案第５号 農用地利用集積計画について、を議題といたします。 

農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、委員の議事参与の制限に該当する案 

件がありますので、先に審議を行います。 

初めに、第１区の番号４番の１案件を審議します。 

議席番号９番 曽根 金雄 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願いま

す。 

 

議長（会長） 

暫時休憩します。（午後 ２時 ７分）（ ９番 曽根 金雄 委員 退席） 

 

議長（会長） 

会議を再開します。（午後 ２時 ７分） 
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それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第１区の番号４番は、築館地区の田１０筆 ６，８１０㎡、畑１筆 ６２２㎡、合計

７，４３２㎡、更新の賃貸借権設定である旨の１案件を説明。 

 

議長（会長） 

議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

質疑なしと認めます。 

それでは、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号４番の１案件は、原案を

可とすることにご異議ございませんか。  

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長（会長） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１０、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号４番の１案件

は、原案を可とすることに決しました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知します。  

 

議長（会長） 

農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号９

番 曽根 金雄 委員の入場を許可します。 

 

議長（会長） 

暫時休憩します。（午後 ２時 ８分） 

 

議長（会長） 

会議を再開します。（午後 ２時 ８分） 

次に、第２区の番号８２番の１案件を審議します。 

議席番号１９番 佐藤 勝 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願いま

す。 
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議長（会長） 

暫時休憩します。（午後 ２時 ９分）（ １９番 佐藤  勝 委員 退席） 

 

議長（会長） 

会議を再開します。（午後 ２時 ９分） 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第２区の番号８２番は、金成地区の田４筆 ３，７４５㎡、更新の賃貸借権設定である

旨の１案件を説明。 

 

議長（会長） 

議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

質疑なしと認めます。 

それでは、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号８２番の１案件は、原案

を可とすることにご異議ございませんか。  

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長（会長） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１０、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号８２番の１案

件は、原案を可とすることに決しました。 

 なお、その旨、栗原市長に通知します。  

 

議長（会長） 

農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号１

９番 佐藤 勝 委員の入場を許可します。 

 

議長（会長） 

暫時休憩します。（午後 ２時１０分） 
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議長（会長） 

会議を再開します。（午後 ２時１０分） 

次に、第２区の番号８３番から８５番までの３案件を審議します。 

議席番号１４番 多田 仁一 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願いま

す。 

 

議長（会長） 

暫時休憩します。（午後 ２時１１分）（ １４番 多田 仁一 委員 退席） 

 

議長（会長） 

会議を再開します。（午後 ２時１１分） 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第２区の番号８３番は、金成地区の田１筆 １０，０４０㎡、 

番号８４番は、金成地区の田１筆 １０，０２４㎡、 

番号８５番は、金成地区の田７筆 ４，７３３㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定であ

る旨の３案件を説明。 

 

議長（会長） 

議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

質疑なしと認めます。 

それでは、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号８３番から８５番までの

３案件は、原案を可とすることにご異議ございませんか。  

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長（会長） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１０、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号８３番から８

５番までの３案件は、原案を可とすることに決しました。 

なお、その旨、栗原市長に通知します。  
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議長（会長） 

農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号１

４番 多田 仁一 委員の入場を許可します。 

 

議長（会長） 

暫時休憩します。（午後 ２時１２分） 

 

議長（会長） 

会議を再開します。（午後 ２時１３分） 

次に、第３区の番号１３７番から１４２番までの６案件を審議します。 

議席番号７番 狩野 善典 委員は、議事参与の制限に当たりますので、退席願いま

す。 

 

議長（会長） 

暫時休憩します。（午後 ２時１３分）（ ７番 狩野 善典 委員 退席） 

 

議長（会長） 

会議を再開します。（午後 ２時１３分） 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたします。 

 

事務局 

第３区の番号１３７番は、花山地区の田５筆 ４，２３５㎡、 

番号１３８番は、花山地区の田１５筆 ９，１１６㎡、 

番号１３９番は、花山地区の田６筆 ５，０８１㎡、 

番号１４０番は、花山地区の田１２筆 ７，１９５㎡、 

番号１４１番は、花山地区の田５筆 ５，１３４㎡、 

番号１４２番は、花山地区の田２筆 ８，１６７㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定

である旨の６案件を説明。 

 

議長（会長） 

議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

質疑ございませんか。 

 

―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

質疑なしと認めます。 
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それでは、議案第４号 農用地利用集積計画についての、番号１３７番から１４２番ま

での６案件は、原案を可とすることにご異議ございませんか。  

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長（会長） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１０、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号１３７番から

１４２番までの６案件は、原案を可とすることに決しました。 

なお、その旨、栗原市長に通知します。  

 

議長（会長） 

農業委員会等に関する法律第３１条の規定による、議事参与の制限を解き、議席番号７

番 狩野 善典 委員の入場を許可します。 

 

議長（会長） 

暫時休憩します。（午後 ２時１５分） 

 

議長（会長） 

会議を再開します。（午後 ２時１５分） 

次に、第１区の番号１番から３番までの３案件、番号５番から４６番までの４２案件、

併せて４５案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたさせます。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、築館地区の田１筆 １８，９２５㎡、 

番号２番は、築館地区の田７筆 ７，３１０㎡、 

番号３番は、築館地区の田３筆 １０，２２８㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定の３

案件、 

番号５番は、築館地区の田１７筆 ２３，８５７㎡、 

番号６番は、築館地区の田１０筆 １５，４２０㎡、 

番号７番は、築館地区の田８筆 ９，５４３㎡、 

番号８番は、築館地区の田２筆 ７，１９８㎡、 

番号９番は、築館地区の田８筆 ７，４０８㎡、 

番号１０番は、築館地区の田７筆 ７，２７８㎡、畑３筆 ５，０９２㎡、合計 １

２，３７０㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定である旨の６案件、 

番号１１番は、築館地区の田４筆 ８，７８８㎡、農地中間管理事業による新規の賃貸
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借権設定である旨の１案件、 

番号１２番は、高清水地区の田２筆 ６，２５３㎡、新規及び更新の賃貸借権設定であ

る旨の１案件、 

番号１３番は、高清水地区の田１筆 １，１７２㎡、 

番号１４番は、高清水地区の田１筆 ３，３３２㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定で

ある旨の２案件、 

番号１５番は、一迫地区の田１筆 ２，４２７㎡、 

番号１６番は、一迫地区の田４筆 ８，９１２㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定であ

る旨の２案件、 

番号１７番は、一迫地区の田１８筆 ９，０３９㎡、 

番号１８番は、一迫地区の田１３筆 １７，５５６．６５㎡、 

番号１９番は、一迫地区の田１筆 ５，７２４㎡、 

番号２０番は、一迫地区の田１筆 ７９６㎡、 

番号２１番は、一迫地区の田１筆 ５，８７８㎡、 

番号２２番は、一迫地区の田２筆 １７９５㎡、 

番号２３番は、一迫地区の田３筆 ５，０７１㎡、 

番号２４番は、一迫地区の田５筆 ５，８７２㎡、 

番号２５番は、一迫地区の田１３筆 １４，６５８㎡、 

番号２６番は、一迫地区の田５筆 ８，８２０㎡、 

番号２７番は、一迫地区の田１筆 １，２１０㎡、 

番号２８番は、一迫地区の田１筆 ５，８９５㎡、 

番号２９番は、一迫地区の田２筆 ２，１３４㎡、 

番号３０番は、一迫地区の田６筆 １２，２４０㎡、 

番号３１番は、一迫地区の田４筆 ４，１９３㎡、 

番号３２番は、一迫地区の田１０筆 １３，８１６㎡、 

番号３３番は、一迫地区の田９筆 １２，１０４㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定で

ある旨の１７案件、 

番号３４番は、一迫地区の田３筆 ６，７９４㎡、農地中間管理事業による新規の賃貸

借権設定である旨の１案件、 

番号３５番は、瀬峰地区の田１４筆 １２，９５４㎡、新規の賃貸借権設定である旨の

１案件、 

番号３６番は、瀬峰地区の田４筆 ５，８８０㎡、 

番号３７番は、瀬峰地区の田１３筆 １４，６９５．５２㎡、 

番号３８番は、瀬峰地区の田４筆 １，６３２㎡、 

番号３９番は、瀬峰地区の田１８筆 ４０，３４３㎡、畑３筆 ３，６１１㎡、合計 

４３，９５４㎡、 

番号４０番は、瀬峰地区の田３筆 ５，９４２㎡、畑１筆 ８３８㎡、合計 ６，７８
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０㎡、 

番号４１番は、瀬峰地区の田２筆 ７，２２９㎡、 

番号４２番は、瀬峰地区の田１３筆 １５，５２０㎡、 

番号４３番は、瀬峰地区の田２０筆 １８，９４７㎡、 

番号４４番は、瀬峰地区の田１１筆 １６，７８５㎡、畑１筆 ３，２１８㎡、合計 

２０，００３㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定である旨の９案件、 

番号４５番は、瀬峰地区の田９筆 ２，９４２㎡、農地中間管理事業による新規の賃貸

借権設定である旨の１案件、 

番号４６番は、瀬峰地区の田２筆 ３，３２７㎡、農地中間管理事業による新規の 使

用貸借権設定である旨の１案件、 

以上、４５案件を説明。 

 

議長（会長） 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

次に、第２区の番号４７番から８１番までの３５案件、番号８６番から１０２番までの

１７案件、併せて５２案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたさせます。 

 

事務局 

第２区の番号４７番は、若柳地区の田７筆 ７，１７９㎡、 

番号４８番は、若柳地区の田８筆 ９，４２０㎡、 

番号４９番は、若柳地区の田７筆 ５，２９２㎡、 

番号５０番は、若柳地区の田２０筆 １６，１８９㎡、 

番号５１番は、若柳地区の田１６筆 １２，７００㎡、 

番号５２番は、若柳地区の田２６筆 ２４，８４０㎡、 

番号５３番は、若柳地区の田１筆 １，０２９㎡、 

番号５４番は、若柳地区の田４筆 ５，３７６㎡、 

番号５５番は、若柳地区の田５筆 ４，６５１㎡、 

番号５６番は、若柳地区の田４筆 ３，５６９㎡、 

番号５７番は、若柳地区の田２筆 １，６８４㎡、 

番号５８番は、若柳地区の田１０筆 ６，７１７㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定で
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ある旨の１２案件、 

番号５９番は、若柳地区の田２４筆 ２０，４６９㎡、新規及び更新の賃貸借権設定で

ある旨の１案件、 

番号６０番は、若柳地区の田４筆 ４，１３４㎡、 

番号６１番は、若柳地区の田９筆 ４，４８２㎡、 

番号６２番は、若柳地区の田７筆 ２，８３１㎡、 

番号６３番は、若柳地区の田１９筆 １８，０１１㎡、 

番号６４番は、若柳地区の田１５筆 １２，３１７㎡、 

番号６５番は、若柳地区の田１５筆 １３，８２４㎡、 

番号６６番は、若柳地区の田５筆 ３，７５１㎡、畑３筆 ２，７６３㎡、合計 ６，

５１４㎡、 

番号６７番は、若柳地区の田６筆 ５，２０２㎡、 

番号６８番は、若柳地区の田５筆 ８９０㎡、 

番号６９番は、若柳地区の田１４筆 １３，０９１㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定

である旨の１０案件、 

番号７０番は、若柳地区の田９筆 ２４，０７６㎡、農地中間管理事業による新規の賃

貸借権設定である旨の１案件、 

番号７１番は、金成地区の田１筆 ６，０００㎡、 

番号７２番は、金成地区の田１０筆 ９，５５７㎡、 

番号７３番は、金成地区の田１８筆 ２１，０３２㎡、 

番号７４番は、金成地区の田３筆 ２３，１７０㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定で

ある旨の４案件、 

番号７５番は、金成地区の田１筆 ２，０６１㎡、 

番号７６番は、金成地区の田１１筆 １０，７３３㎡、 

番号７７番は、金成地区の田２筆 １１，０９５㎡、 

番号７８番は、金成地区の田２筆 ３，４０７㎡、 

番号７９番は、金成地区の田１筆 ２，０００㎡、 

番号８０番は、金成地区の田１筆 ２，０００㎡、 

番号８１番は、金成地区の田１筆 ３１６㎡、 

番号８６番は、金成地区の田１筆 ６，０４８㎡、 

番号８７番は、金成地区の田４筆 １２，２０６㎡、 

番号８８番は、金成地区の田２３筆 １４，３０７．１７㎡、畑１筆 １３０㎡、合計 

１４，４３７．１７㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定である旨の１０案件 

番号８９番は、金成地区の田２筆 ７９９㎡、新規の使用貸借権設定である旨の１案件、 

番号９０番は、志波姫地区の田２筆 ３，４７８㎡、 

番号９１番は、志波姫地区の田２筆 ３，４０７㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定で

ある旨の２案件、 
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番号９２番は、志波姫地区の田１筆 ２，２３３㎡、 

番号９３番は、志波姫地区の田１筆 ５，３０７㎡、 

番号９４番は、志波姫地区の田２筆 ２，３１０㎡、 

番号９５番は、志波姫地区の田６筆 １３，０１５㎡、畑１筆３４４㎡、合計 １３，

３５９㎡、 

番号９６番は、志波姫地区の田４筆 ４，５１６㎡、 

番号９７番は、志波姫地区の田５筆 ６，３３８㎡、 

番号９８番は、志波姫地区の田５筆 ５，５１１㎡、 

番号９９番は、志波姫地区の田３筆 ４，７０８㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定で

ある旨の８案件 

番号１００番は、志波姫地区の田１６筆 ３１，２６９㎡、 

番号１０１番は、志波姫地区の田１筆 １，３６７㎡、 

番号１０２番は、志波姫地区の田６筆 １５，１３３㎡、いずれも、農地中間管理事業

による新規の賃貸借権設定である旨の３案件、 

以上、５２案件を説明。 

 

議長（会長） 

議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

次に、第３区の番号１０３番から１３６番までの３４案件、番号１４３番から１４５番

までの３案件、併せて３７案件を審議します。 

それでは、内容を事務局から説明いたさせます。 

 

事務局 

第３区の番号１０３番は、栗駒・鶯沢地区の田３筆 ３，８８４㎡、所有権移転売買で

ある旨の１案件、 

番号１０４番は、栗駒地区の田１８筆 ２５，６９５㎡、 

番号１０５番は、栗駒地区の田１筆 ５，５５５㎡、 

番号１０６番は、栗駒地区の田８筆 ４，１２２㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定で

ある旨の３案件、 

番号１０７番は、栗駒地区の田１筆 １，０４４㎡、 

番号１０８番は、栗駒地区の田９筆 １１，０１０㎡、 
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番号１０９番は、栗駒地区の田３筆 ２，２４９㎡、 

番号１１０番は、栗駒地区の田４筆 ２３，９９７㎡、 

番号１１１番は、栗駒地区の田３筆 ６，４７９㎡、 

番号１１２番は、栗駒地区の田６筆 １５，２０８㎡、 

番号１１３番は、栗駒地区の田３筆 ５，２８８㎡、 

番号１１４番は、栗駒地区の田６筆 ３，６３８㎡、 

番号１１５番は、栗駒地区の田１７筆 ２９，１７１㎡、 

番号１１６番は、栗駒地区の田３筆 ６，３８７㎡、 

番号１１７番は、栗駒地区の田５筆 ５，０２４㎡、 

番号１１８番は、栗駒地区の田５筆 ５，８３２㎡、 

番号１１９番は、栗駒地区の田１筆 ５０６㎡、 

番号１２０番は、栗駒地区の田５筆 ４，３８４㎡、 

番号１２１番は、栗駒地区の田４筆 １９，９８８㎡、 

番号１２２番は、栗駒地区の田２筆 ３，０４３㎡、 

番号１２３番は、栗駒地区の田２１筆 １８，９５９㎡、 

番号１２４番は、栗駒地区の田８筆 １６，８８５㎡、 

番号１２５番は、栗駒地区の田１筆 ３，１６５㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定で

ある旨の１９案件、 

番号１２６番は、栗駒地区の田１筆 １２㎡、 

番号１２７番は、栗駒地区の田１筆 ８８１㎡、畑２筆 ５，４８７㎡、合計 ６，３

６８㎡、いずれも、更新の使用貸借権設定である旨の２案件、 

番号１２８番は、鶯沢地区の田５筆 ９，１５８㎡、所有権移転売買である旨の１案件 

番号１２９番は、鶯沢地区の田１９筆 １６，３２０㎡、 

番号１３０番は、鶯沢地区の田２筆 ３，９９０㎡、いずれも、新規の賃貸借権設定で

ある旨の２案件 

番号１３１番は、鶯沢地区の田７筆 １３，９９５㎡、新規及び更新の賃貸借権設定で

ある旨の１案件、 

番号１３２番は、鶯沢地区の田６筆 ６，６８４㎡、 

番号１３３番は、鶯沢地区の田２筆 ４，０１７㎡、 

番号１３４番は、鶯沢地区の田１筆 ９６６㎡、 

番号１３５番は、鶯沢地区の田１８筆 １６，５９１㎡、いずれも、更新の賃貸借権設

定である旨の４案件 

番号１３６番は、鶯沢地区の田１筆 １３，８５８㎡、更新の使用貸借権設定である旨

の１案件、 

番号１４３番は、花山地区の田２筆 ２，６５３㎡、 

番号１４４番は、花山地区の田９筆 ７，６９９㎡、 

番号１４５番は、花山地区の田８筆 ８，０７４㎡、いずれも、更新の賃貸借権設定で
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ある旨の３案件 

以上、３７案件を説明。 

 

議長（会長） 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑ございませんか。 

 

   ―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

それでは、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号１番から３番までの３案

件、番号５番から８１番までの７７案件、番号８６番から１３６番までの５１案件、番号

１４３番から１４５番までの３案件、併せて１３４案件は、原案を可とすることにご異議

ございませんか。 

 

  ―「異議なし」の声― 

 

議長（会長） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１０、議案第５号 農用地利用集積計画についての、番号１番から３番

までの３案件、番号５番から番までの７７案件、番号８６番から１３６番までの５１案

件、番号１４３番から１４５番までの３案件、併せて１３４案件は、原案を可とすること

に決しました。 

なお、その旨、栗原市長に通知いたします。  

 

 

 

議長（会長） 

ここで、午後 ２時４０分まで休憩といたします。 

 （休憩 午後 ２時２７分から ２時４０分まで） 

 

 

 

議長（会長） 

休憩を解き、会議を再開します。（午後 ２時４０分） 

 日程第１１、議案第６号 農用地利用配分計画について、を議題といたします。 
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初めに、第１区の番号１番から４番までの４案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたさせます。 

 

事務局 

 農地利用配分計画については、基盤法による農地利用集積計画関連案件となっており、

利用権を設定する貸出人は、全て宮城県農地中間管理機構となります。 

第１区の番号１番は、築館地区の田４筆 ８，７８８㎡、農地中間管理事業による新規

の賃貸借権設定である旨の１案件、 

番号２番は、一迫地区の田３筆 ６，７９４㎡、農地中間管理事業による新規の賃貸借

権設定である旨の１案件、 

番号３番は、瀬峰地区の田９筆 ２，９４２㎡、農地中間管理事業による新規の賃貸借

権設定である旨の１案件、 

番号４番は、瀬峰地区の田２筆 ３，３２７㎡、農地中間管理事業による新規の使用貸

借権設定である旨の１案件、 

以上、４案件を説明。 

 

議長（会長） 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

次に、第２区の番号５番から８番までの４案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたさせます。 

 

事務局 

第２区の番号５番は、若柳地区の田９筆 ２４，０７６㎡、農地中間管理事業による新

規の賃貸借権設定である旨の１案件、 

番号６番は、志波姫地区の田１６筆 ３１，２６９㎡、 

番号７番は、志波姫地区の田１筆 １，３６７㎡、 

番号８番は、志波姫地区の田６筆 １５，１３３㎡、いずれも、農地中間管理事業によ

る新規の賃貸借権設定である旨の３案件、 

以上、４案件を説明。 
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議長（会長） 

 議案の内容説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

質疑ございませんか。 

 

  ―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

それでは、議案第６号 農用地利用配分計画についての、番号１番から８番までの８案

件は、原案を可とすることにご異議ございませんか。  

 

   ―「異議なし」の声― 

 

議長（会長） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１１、議案第６号 農用地利用配分計画についての、番号１番から８番

までの８案件は、原案を可とすることに決しました。 

なお、その旨、栗原市長に通知いたします。 

 

 

 

議長（会長） 

 日程第１２、議案第７号 非農地証明願について、を議題といたします。 

初めに、第１区の番号１番及び２番の２案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたさせます。 

 

事務局 

第１区の番号１番は、一迫地区の畑１筆 ２，７４４㎡、願出地は、平成元年頃から耕

作しておらず、原野化し現在に至っているものであり、今後も農地として復旧する見込み

がないことから、原野への地目変更を願い出た旨の１案件、 

番号２番は、一迫地区の田２筆 ７２８㎡、願出地は、平成３年頃に経営している燃料

販売業の倉庫が必要になったことから、農地法の申請手続を得ずに倉庫を建築し、現在に

至っているものであり、当局の指導により、始末書を提出していただいた上で、宅地への

地目変更を願い出た旨の１案件、 

以上、２案件を説明。 
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議長（会長） 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

それでは、議席番号２番 大黒 昭夫 委員から報告願います。 

 

２番 大黒 昭夫 委員 

 議案第７号 非農地証明願いについて、１月２４日に書類審査及び現地確認調査を行っ

てまいりましたので、報告いたします。 

番号１番については、樹木が覆い茂り原野化している状況でありました。 

番号２番については、事務局から説明があったとおり、既に建物が建っており、始末書

をいただいているということでありました。 

以上のことから、農地としての復元にはかなり難しい状況でありましたので、許可にあ

たっては止むを得ないものと判断しました。    

ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 

 

議長（会長） 

 はい、１番。 

 

１番 三浦 正勝 委員 

 ２番の案件について、既に建物が建っており、始末書の提出をいただいた案件とのこと

であるが、資料の写真等で確認すると、周辺農地にも建物や砂利があるように見受けられ

るが、指導等はどうなっているのか。さらに、農振計画の農用地区域はどうなっているの

か伺う。 

 

議長（会長） 

 はい、事務局説明。 

 

事務局 

まず、農振計画の農用地区域についてでありますが、この周辺は、農用地区域外となっ

ております。また、周辺農地については、写真では分かりづらいと思いますが、現地を確

認しますと、平らな牧草の転作田となっている状況であります。 
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議長（会長） 

 よろしいですか。他にありませんか。 

   

―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

次に、第２区の番号３番の１案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたさせます。 

 

事務局 

第２区の番号３番は、金成地区の畑１筆 ７９６㎡、願出地は、昭和６０年頃から隣地

が山林で日陰になることから耕作しておらず、山林化し現在に至っているものであり、今

後も農地として復旧する見込みがないことから、山林への地目変更を願い出た旨の１案件

を説明。 

  

議長（会長） 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

それでは、熊谷 ゆり 推進委員から報告願います。 

 

 

熊谷 ゆり 委員 

 議案第７号 非農地証明願いについて、１月２５日、現地確認調査を行ってまいりまし

たので、報告いたします。 

資料の現況写真でも分かるように、一部、植林した経緯が見受けられるものの、長年に

わたり不耕作状況が続き、山林化している状態であります。農地としての復元にはかなり

難しい状況であり、また、隣地も一昨年、非農地証明を出した場所でもありますので、ご

審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 

   

―「質疑なし」の声― 
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議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

次に、第３区の番号４番の１案件を審議します。 

それでは、議案の朗読を省略し、内容を事務局から説明いたさせます。 

 

事務局 

第３区の番号４番は、栗駒地区の畑１筆 １６９㎡、願出地は、昭和６０年頃から先代

が庭木を植え、以降、母屋にある宅地敷きの庭として一体的に利用し現在に至っているも

のであり、今後も農地として復旧する見込みがないことから、宅地への地目変更を願い出

た旨の１案件を説明。 

  

議長（会長） 

 次に、現地確認調査の結果報告をお願いいたします。 

それでは、議席番号 １７番 岩渕 弘 委員から報告願います。 

 

１７番 岩渕  弘 委員 

 議案第７号 非農地証明願の番号４番について、現地確認調査を行ってまいりましたの

で、報告いたします。 

資料の現況写真でも分かるように、現地を確認しますと、長年住んで居なかったことか

ら荒れ果てた庭となっており、庭には、大きな庭石や樹木が存在し、農地としての復元に

はかなり難しい状況であります。許可にあたっては止むを得ないものと判断しましたの

で、ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

 

議長（会長） 

議案の内容説明及び現地確認調査の結果報告が終わりましたので、これより質疑を行い

ます。 

質疑ございませんか。 

   

―「質疑なし」の声― 

 

議長（会長） 

 質疑なしと認めます。 

それでは、議案第７号、非農地証明願についての、番号１番から４番までの４案件は、

原案のとおり、承認することにご異議ございませんか。 

      

―「異議なし」の声― 
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議長（会長） 

 ご異議なしと認めます。 

よって、日程第１１、議案第７号 非農地証明願についての、番号１番から４番まで４

案件は、原案のとおり、承認することに決しました。 

 

 

 

会長（会長） 

 以上をもちまして、会議案件は全て議了いたしました。 

よって、これで平成３１年第１回栗原市農業委員会 総会を閉会いたします。 

ご起立願います。ご苦労様でした。 

 

 

 

  ＜ 午後  ３時００分 閉会 ＞ 
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